
2023年7月～

料金表目安（1ヶ月あたり）

負担割合 ２割負担 ３割負担

段　階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 第4段階 第4段階

施設サービス費 799 799 799 799 799 1,598 2,397

食　費 300 390 650 1,360 1,446 1,446 1,446

居住費 0 370 370 370 855 855 855

日額計 1,099 1,559 1,819 2,529 3,100 3,899 4,698

月額計
（30日）

¥32,970 ¥46,770 ¥54,570 ¥75,870 ¥93,000 ¥116,970 ¥140,940

負担割合 ２割負担 ３割負担

段　階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 第4段階 第4段階

施設サービス費 880 880 880 880 880 1,761 2,642

食　費 300 390 650 1,360 1,446 1,446 1,446

居住費 0 370 370 370 855 855 855

日額計 1,180 1,640 1,900 2,610 3,181 4,062 4,943

月額計
（30日）

¥35,400 ¥49,200 ¥57,000 ¥78,300 ¥95,430 ¥121,860 ¥148,290

負担割合 ２割負担 ３割負担

段　階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 第4段階 第4段階

施設サービス費 966 966 966 966 966 1,932 2,898

食　費 300 390 650 1,360 1,446 1,446 1,446

居住費 0 370 370 370 855 855 855

日額計 1,266 1,726 1,986 2,696 3,267 4,233 5,199

月額計
（30日）

¥37,980 ¥51,780 ¥59,580 ¥80,880 ¥98,010 ¥126,990 ¥155,970

負担割合 ２割負担 ３割負担

段　階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 第4段階 第4段階

施設サービス費 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 2,095 3,143

食　費 300 390 650 1,360 1,446 1,446 1,446

居住費 0 370 370 370 855 855 855

日額計 1,347 1,807 2,067 2,777 3,348 4,396 5,444

月額計
（30日）

¥40,410 ¥54,210 ¥62,010 ¥83,310 ¥100,440 ¥131,880 ¥163,320

負担割合 ２割負担 ３割負担

段　階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 第4段階 第4段階

施設サービス費 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 2,257 3,385

食　費 300 390 650 1,360 1,446 1,446 1,446

居住費 0 370 370 370 855 855 855

日額計 1,428 1,888 2,148 2,858 3,429 4,558 5,686

月額計
（30日）

¥42,840 ¥56,640 ¥64,440 ¥85,740 ¥102,870 ¥136,740 ¥170,580

（保険外サービス：任意）

日常生活品セット 口座管理料 個人専用電気代A 個人専用電気代Ｂ 嗜好飲料代 テレビ使用料 共用衣類使用料

1日 120 100 60 10 120 140 30

月額計（３０日） ¥3,600 ¥3,000 ¥1,800 ¥300 ¥3,600 ¥4,200 ¥900

※日常生活品セット（歯ブラシ・歯磨き粉・ティッシュペーパー、義歯洗浄剤）

※個人専用電気代Ｂ（携帯電話・スマートフォン） 

※その他、理美容代、クラブ活動費、病院受診代、薬代、乳酸菌飲料等が実費でかかります。
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2023.7.1～

施設サービス費には、介護福祉施設サービス費（Ⅱ）に加え、下記の加算が含まれております。

★算定される場合がございます。

月の単位
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1,280

（死亡日以前３１日以上４５日以下）
（死亡日以前４日以上３0日以下）
（死亡日の前日及び前々日）
（死亡日）

20

400

100

※

※

※ 入所者様の状況、施設の体制によって変更する場合がございます。

※介護保険負担限度額認定証を提示された方が対象です。詳しくは、市区町村までお問い合わせ下さい。

利用者負担額

第1段階

第2段階
かつ、預貯金の合計が650万円
（夫婦は1,650万円）以下

第3段階①
かつ、預貯金の合計が550万円
（夫婦は1,550万円）以下

第3段階②
かつ、預貯金の合計が500万円
（夫婦は1,500万円）以下

第4段階

算定した単位数の１000分の8３に相当する単位数

加算一覧

加算 1日の単位

個別機能訓練加算（Ⅰ）

看護体制加算(Ⅰ)ロ

看護体制加算(Ⅱ)ロ

日常生活継続支援加算（Ⅰ）

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

栄養マネジメント強化加算

個別機能訓練加算（Ⅱ）

施設サービス費については、加算計算の都合上、実際の請求額と料金とで若干異なる場合があります。

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 算定した単位数の１000分の２7に相当する単位数

★外泊時費用

★初期加算

★看取り介護加算

★安全対策体制加算

★経口維持加算（Ⅰ）

★経口維持加算（Ⅱ）

入所者負担は単位数（その他の加算含む合計）に１０．６８（地域区分：３級地）を乗じた額の介護保険負担割合証に記載された
割合となります。

介護職員等ベースアップ等支援加算 算定した単位数の１000分の16に相当する単位数

段
階
と
は

対象者

生活保護受給者

市区町村民税
非課税世帯

本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年
金収入額の合計が８０万円以下

本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年
金収入額の合計が８0万円超120万円以下

本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年
金収入額の合計が120万円超

上記第1～第３段階①②に属さない方（市民税課税世帯の方）


